
田野町事業者支援給付金事業のお知らせ

新型コロナ感染症拡大の影響が続いていることから、新たに全ての事業者を対
象として、事業者支援給付金事業を実施します。要件等をご確認いただき、該当
する事業者はご活用ください。

給付額

〇対象期間の売上に対する減少額を給付
〇給付額上限
・中小法人事業者：40万円
・個人事業主 ：20万円

給付対象の主な要件（事業収入により売上がある全ての事業者）

①農業・漁業・製造業・飲食業・小売業等の幅広い業種で、事業による事業収入（売上）
があり、かつ、今後も事業を継続する意思のある全ての事業者。

※公共法人・政治団体・宗教上の組織または団体は除きます

②2019年（令和1年）の確定申告（所得税）又は住民税の申告のいずれかを行っていること。
③個人事業主については、田野町に住民票登録がある者。
④令和４年１月から令和４年９月までの連続する３ヶ月の事業収入が、新型コロナ感染拡
大の影響等により、2019年（令和1年）同期間と比較して10％以上減少していること。
⑤2019年（令和1年）10月以降に創業した事業者については、令和1年10月から12月までの
事業収入を比較基準とする。

提出書類

書類名 内 容 法人 個人

交付申請書 様式第１号（両面記入） ※右頁をご利用ください ● ●

2019年（令和1年）事業年度
確定申告書類

別表1の控えの写し ● －

法人事業概況説明書の控えの写し ● －

2019年（令和1年）分
確定申告書類

第1表の控えの写し － ●

青色申告決算書の控えの写し（白色申告者は不要） － ●

対象期間（令和4年1月～9月）
売上台帳写し

売上台帳、帳面など
● ●

通帳の写し 金融機関・支店名・口座番号・名義人が分かるもの ● ●

本人確認書類写し 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等 － ●

お問い合わせ
〒781-6410 田野町1828-5

田野町まちづくり推進課（TEL：0887-38-2813）

給付金の計算例（個人事業主の場合）

・1月から9月までの間で、減少した3ヶ月を申請者が選択で
きます。
・上記の例で1月から3月を選択した場合では、18万円の減
収となり、支給額は18万円（上限20万円）となります。

令和４年１０月３日（月）～

令和４年１２月１６日（金）まで

受付期間

（8時30分から17時15分：土日祝を除く）

※申請される方は要綱（町HP掲載、まちづくり推進課窓口にて配布）をご確認いただき、申請書（右頁）及び
上記●印の書類を下記まで持参又は郵送により提出して下さい。

田 野 町

１月 ２月 ３月 計

2019年 50万円 60万円 50万円 160万円

2022年 45万円 57万円 40万円 142万円

差 額 🔼5万円 🔼3万円 🔼10万円 🔼18万円

減少率 🔼10％ 🔼5％ 🔼20％ 🔼11.2％


